
地方分権一括法における自然公園法の改正の概要

（改正前）

国立公園 国定公園

公園区域の指定 公園区域の指定 国の直轄事務

公園計画の決定 公園計画の決定 機関委任事務
[利用施設計画の一部]

特別地域等の指定 特別地域等の指定 国の直轄事務

管理（行為の許可） 管理（行為の許可） 機関委任事務

（改正後）

国立公園 国定公園

公園区域の指定 公園区域の指定

国の直轄事務

公園計画の決定 公園計画の決定

特別地域等の指定 特別地域等の指定 法定受託事務

管理（行為の許可） 管理（行為の許可） 自治事務

当分の間、法定受託事務として都道府県が行うことができる。
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